
阿蘇市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例（素案）の概要 

 
●条例制定の趣旨 
○社会保障・税番号制度の導入 
 平成 25年 5月に「行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27号。以下「番号法」
といいます。）」が公布され、社会保障・税番号制度（いわゆる「マイ

ナンバー制度」）の導入が決定されました。 
 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適

切かつ効率的に管理するために活用されます。 

 
 
 マイナンバーは、安心・安全な仕組みで各機関が分散管理する個人

情報をつなぐ役目を果たします。 
 これによって国や地方公共団体等での情報連携が可能になり、様々

なメリットをもたらします。 

 



 本制度は下記のスケジュールにしたがって、全国的に準備が進めら

れています。 

 
 本市においても、上記スケジュールに合わせて、マイナンバー制度

の導入の準備を進めています。 
 
○条例制定の必要性 
 番号法は、地方公共団体が定める条例に委任しています。 
1 利用範囲（番号法第 9条第 2項） 
「地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しく

は医療その他の社会保障、地方税（地方税法（昭和 25 年法律
第 226 号）第 1 条第 1 項第 4 号に規定する地方税をいう。以
下同じ。）又は防災に関する事務その他これらに類する事務で

あって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情

報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理す

るために必要な限度で個人番号を利用することができる。当

該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。」 
2 特定個人情報の提供の制限（番号法第 19条第 9号） 
「地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該

地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要

な限度で特定個人情報を提供するとき。」 
 
 本市では、現在も法令等や本人同意に基づいて庁内における情報の

連携を行っておりますが、個人番号を利用する事務においては、条例

を制定しなければ、これまで可能であった庁内における情報の連携が

できなくなってしまいます。 
 
 このことから、これまで実施している庁内における情報の連携を継

続させ、市民サービスを低下させないため、「阿蘇市行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定しよう

とするものです。 
 



●個人番号の利用・提供のイメージ 
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